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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の階床をサービスするエレベータの運行を制御するエレベータの省エネ運行システ
ムにおいて、
　複数台の前記エレベータの使用電力値を合計した合計使用電力値をしきい値以下とする
合計電力抑制値から各前記エレベータの電力抑制値を定め、該電力抑制値は、少なくとも
エレベータの予測待ち時間，エレベータの乗車人数，エレベータの予測乗車時間のいずれ
かによるサービス指標に応じて前記合計電力抑制値に対する比率を決定して求め、前記エ
レベータは前記電力抑制値に基づいて、各エレベータの最高速度，加速度又は停止時間を
調整して省エネ運行されることを特徴とするエレベータの省エネ運行システム。
【請求項２】
　複数の階床をサービスする複数台のエレベータの運行を制御するエレベータの省エネ運
行システムにおいて、
　少なくとも、乗りかごの方向，ホール呼び，かご呼び，乗り人数，ビルの交通情報のい
ずれかより電力プロファイルとして各エレベータの使用電力値の時間推移を求める電力プ
ロファイル算出手段と、
　前記電力プロファイルを合計した合計電力プロファイルから合計使用電力値をしきい値
以下とする合計電力抑制値を算出し、該合計電力抑制値を各前記エレベータの電力抑制値
として算出する電力抑制値算出手段と、
を備え、前記電力抑制値は、少なくとも各エレベータの予測待ち時間，各エレベータの乗
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車人数，各エレベータの予測乗車時間のいずれかによるサービス指標に応じて前記合計電
力抑制値に対する比率を決定して求め、前記エレベータは前記電力抑制値に基づいて、各
エレベータの最高速度，加速度又は停止時間を調整して省エネ運行されることを特徴とす
るエレベータの省エネ運行システム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のものにおいて、各エレベータの前記サービス指標の比率の逆数
を算出し、算出された値の全体に対する比率を電力抑制値配分指標とし、前記合計電力抑
制値を乗じることで各エレベータの前記電力抑制値とすることを特徴とするエレベータの
省エネ運行システム。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載のものにおいて、前記しきい値は、前記エレベータの受電設備の
電力容量に基づいて定められることを特徴とするエレベータの省エネ運行システム。
【請求項５】
　請求項１又は２に記載のものにおいて、前記しきい値は、ビルの総電力値を管理するビ
ル総電力管理手段が定める電力容量に基づいて定められることを特徴とするエレベータの
省エネ運行システム。
【請求項６】
　請求項１又は２に記載のものにおいて、前記各エレベータの使用電力値は、出発時点の
各エレベータの乗りかごの位置，速度，方向と次にエレベータが停止位置に到着するため
の速度，加速度、及びかご重量，釣合おもり重量，乗客の総重量、とより算出されること
を特徴とするエレベータの省エネ運行システム。
【請求項７】
　請求項１又は２に記載のものにおいて、待機状態の前記エレベータは、回生運転される
ことを特徴とするエレベータの省エネ運行システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数台のエレベータを統括制御するエレベータ制御システムに係り、特に複
数台のエレベータの電力を制御して、省エネ運行するものに好適である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、エレベータ制御システムは、使い勝手、及び省エネ，省スペースの観点から運行
効率を改善するため、待ち時間および移動時間を最小限に抑え、最大限に円滑に運行する
ことが行われている。また、エレベータは典型的なピーク電力型負荷であり、省エネのた
めにもピーク電力の把握，ピーク電力カットが必要とされている。
【０００３】
　さらに、複数台のエレベータかごの全ピーク消費電力を抑制するため、任意の瞬間にお
ける全ピーク消費電力が所定のしきい値未満である場合には、特定のスケジュールを一群
のエレベータかごを運行するものとして選択する、ことが知られ、例えば特許文献１に記
載されている。
【０００４】
　また、オフィスビル全体としてのデマンド量が契約電力を超えないようにエレベータを
運転するため、デマンド量の予測値が契約電力を超えるとき発せられるデマンド警告が発
せられているときエレベータの所定の最高速度または所定の加速度にすることが特許文献
２に記載されている。
【０００５】
　さらに、ビル全体でのエレベータの許容電力量を有効に利用して運行するため、各エレ
ベータで消費可能な許容電力量を検出し、この許容電力量に基づいて同時に起動可能なエ
レベータ台数を割り出して、この起動可能な台数によって割当て起動許可台数を設定する
ことが特許文献３に記載されている。
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【０００６】
　さらに、エレベータの利便性低下を最小限に抑えた上で、省エネ目標を確実に達成する
ため、運転回数やホール呼び発生確率を学習結果から予測し、消費電力目標値及び省エネ
制御レベルを考慮した曜日時間帯毎の出発制限による運転回数制限を行うことが特許文献
４に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－３０８３３２号公報
【特許文献２】特開２００９－９６５８２号公報
【特許文献３】特開平４－２１７５７０号公報
【特許文献４】特開２００７－５５７００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記従来技術の特許文献１に記載のものでは、特定のスケジュールを選択するだけなの
で、複数台のエレベータの各時点における全ピーク消費電力を効果的に抑制できるもので
なく、全ピーク消費電力によりスケジュールが決定されるため、各時点における利用者へ
のサービス性（例えば、待ち時間）へ大きく影響し、低下する恐れがある。
【０００９】
　また、特許文献２に記載のものでは、全体としてのデマンド量が考慮されるだけなので
、特許文献１と同様に、個々のエレベータ毎の利用者に対するサービスが低下する。特に
、エレベータ全台の最高速度を一律に低減したり、全台の平均待ち時間で最高速度を低減
したりする場合、その時間のエレベータ利用者に対する運行サービスが大きく低下する。
さらに、エレベータの最高速度または加速度を制限することになるため、必要以上に電力
を低減してサービスを低下させる。
【００１０】
　同様に、特許文献３に記載のものでは、起動可能なエレベータ台数を制限するため、利
用者に対するサービスは著しく低下する。
【００１１】
　さらに、特許文献４に記載のものでは、エレベータ全体（全台）を一律に運転回数制限
するため、個々のエレベータ毎の利用者に対するサービスが大きく低下する。
【００１２】
　以上、従来技術では、複数台のエレベータの時点毎における合計電力を確実かつ効果的
に所定値以下にすることが困難であり、各エレベータの利用者への運行サービスが低下し
、特定のエレベータの利用者が特に強い影響を被る可能性があった。
【００１３】
　本発明の目的は、上記従来技術の課題を解決し、複数台のエレベータの各時点における
合計電力を確実、効果的に抑制し、かつ各時点において各エレベータを利用している利用
者への影響（運行サービスの低下）を少なくすることにある。
【００１４】
　また、他の目的は、利用者全体から見て、各エレベータの運行サービスが大きくばらつ
く事無く、各エレベータの電力制限を行い、省エネであるにも係わらず、利用者へのサー
ビス性の良いものとすることにある。
【００１５】
　さらに、他の目的は、エレベータ全体の受電設備（各エレベータへ電力を供給する大元
の受電設備）の設備容量を大きく低減することにある。
【００１６】
　なお、本発明は、上記目的の少なくとも一つを達成することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１７】
　上記目的を達成するため、本発明は、複数の階床をサービスするエレベータの運行を制
御するエレベータの省エネ運行システムにおいて、複数台の前記エレベータの使用電力値
を合計した合計使用電力値をしきい値以下とする合計電力抑制値から各前記エレベータの
電力抑制値を定め、該電力抑制値は、少なくともエレベータの予測待ち時間，エレベータ
の乗車人数，エレベータの予測乗車時間のいずれかによるサービス指標に応じて前記合計
電力抑制値に対する比率を決定して求め、前記エレベータは前記電力抑制値に基づいて、
各エレベータの最高速度，加速度又は停止時間を調整して省エネ運行されるものである。
【００１８】
　また、本発明は、複数の階床をサービスする複数台のエレベータの運行を制御するエレ
ベータの省エネ運行システムにおいて、少なくとも、乗りかごの方向，ホール呼び，かご
呼び，乗り人数，ビルの交通情報のいずれかより電力プロファイルとして各エレベータの
使用電力値の時間推移を求める電力プロファイル算出手段と、前記電力プロファイルを合
計した合計電力プロファイルから合計使用電力値をしきい値以下とする合計電力抑制値を
算出し、該合計電力抑制値を各前記エレベータの電力抑制値として算出する電力抑制値算
出手段と、を備え、前記電力抑制値は、少なくとも各エレベータの予測待ち時間，各エレ
ベータの乗車人数，各エレベータの予測乗車時間のいずれかによるサービス指標に応じて
前記合計電力抑制値に対する比率を決定して求め、前記エレベータは前記電力抑制値に基
づいて、各エレベータの最高速度，加速度又は停止時間を調整して省エネ運行されるもの
である。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、複数台のエレベータの合計使用電力値からエレベータの電力抑制値を
定め、電力抑制値は、少なくともエレベータの予測待ち時間，エレベータの乗車人数，エ
レベータの予測乗車時間のいずれかによるサービス指標に応じて合計電力抑制値に対する
比率を決定して求め、電力抑制値に基づいて省エネ運行するので、合計電力を抑制し、か
つ各エレベータを利用している利用者への影響（運行サービスの低下）を少なくすること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明による一実施の形態を示すブロック図。
【図２】一実施の形態であるエレベータ構成例を示すブロック図。
【図３】一実施の形態における変更前の電力プロファイルを示すグラフ。
【図４】一実施の形態における予測待ち時間と電力抑制値の算出例を示す表。
【図５】一実施の形態における変更後の電力プロファイルを示すグラフ。
【図６】一実施の形態における受電設備を示すブロック図。
【図７】本発明による他の実施の形態を示すブロック図。
【図８】一実施の形態におけるエレベータの速度及び加速度対時間を示すグラフ。
【図９】一実施の形態におけるエレベータの状況と速度の関係を示す説明図。
【図１０】本発明によるさらに、他の実施の形態を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。図１は、エレベータ制御シス
テムの構成の一例を表し、複数台のエレベータの合計電力を常に所定の上限値以下に抑制
するように各エレベータの運行を制御する。　
　各エレベータの合計電力を所定の上限値以下に抑えるための合計電力抑制値を算出して
（合計電力抑制値手段２０５）、この抑制値を各エレベータに配分するための電力抑制値
配分指標を各エレベータの受持ちホール呼びの待ち時間に応じて算出し（各エレベータの
電力抑制値配分指標算出手段２１０）、電力抑制値配分指標に従って合計電力抑制値から
各エレベータの電力抑制値を算出する（各エレベータの電力抑制値算出手段２１１）。
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【００２２】
　図２は、３台のエレベータによる構成を示し、１号機の乗りかご１１，２号機の乗りか
ご１２，３号機の乗りかご１３があり、それぞれの乗りかごの情報（かご内で登録された
行先階呼び，かご内荷重または乗車人数，戸開閉状態など）及びホールボタン（４１，４
２，４３）で入力されるホール呼び情報（方向，登録時点）は統合制御装置２０に伝送さ
れる。統合制御装置２０は各エレベータの運行（最高速度，加速度，停止時間）を制御す
ることによって最大電力を調整する。
【００２３】
　群管理装置は、複数台のエレベータの運行を統括制御するが、図２の統合制御装置２０
は群管理装置に含まれてもよいし、別であってもよい。例えば、複数台のエレベータがビ
ルに設置されていて、これらが群管理制御されていない場合でも統合制御装置２０で各エ
レベータの運行を制御する。
【００２４】
　また、統合制御装置２０は、各エレベータの電力を調整するように運行制御するための
指令を各エレベータの制御装置（１号機の制御装置３１，２号機の制御装置３２，３号機
の制御装置３３）に伝送する。
【００２５】
　図１の統合制御装置２０の詳細を説明する。　
　エレベータ仕様およびビル仕様データ記憶手段２０１には、エレベータ仕様（定格速度
，加速度，定格積載量等），ビル仕様（階床数，階床ピッチ，エレベータ台数等）が記憶
されている。各エレベータの運行関連データ蓄積手段２０２には、各エレベータの制御装
置，乗りかご，各階のホールから収集されたかご運行データ（速度，方向等），ホール呼
びデータ，かご呼びデータ，乗り人数データ，各かごの各への到着予測時間データ，ホー
ル呼び継続時間データ（ホール呼びが登録されてからの経過時間）等が蓄積されている。
【００２６】
　各エレベータの電力プロファイル算出手段２０３は、エレベータ仕様およびビル仕様デ
ータ記憶手段に記憶されたデータと各エレベータの運行関連データ蓄積手段に蓄積された
データから、エレベータ毎の現時点から先の時間に対する電力プロファイルを算出する。
電力プロファイルはエレベータの使用電力値（単位はＷ）の時間推移を表したもので、図
３にその具体例を示す。　
　現時点以降の電力プロファイルは、現時点での少なくとも、かごの上昇または下降の方
向，速度，加速度，乗車人数，ホール呼びやかご呼び（未発生の呼びは除く）のいずれか
の情報から算出する。
【００２７】
　合計電力プロファイル算出手段２０４では、各エレベータの電力プロファイルを合計し
て合計電力プロファイル（総電力プロファイル）を算出する。　
　合計電力抑制値算出手段２０５は、合計電力プロファイルの最大電力値を検出して、し
きい値（しきい値設定手段２０６で設定される）と比較し、しきい値を超える場合は、最
大電力値としきい値の差から抑制すべき電力値となる合計電力抑制値を算出する。しきい
値はエレベータ全体の最大電力の上限値であり、例えば、全エレベータの受電設備の電力
容量に基づいて設定される。
【００２８】
　図３の下側３つのグラフがそれぞれ１号機，２号機，３号機の電力プロファイルの例を
表している。この図では６０秒先までの電力プロファイルを算出している。縦軸は電力値
を表しており、単位はＷ（ワット）ではなく、定格速度（最高速度に対応）時の電力を１
００となるように正規化して表している。図３の最上段のグラフが３台のエレベータに対
する合計電力プロファイルを表し、電力の上限しきい値２５０に対して、最大電力が３７
０なので、その差である合計電力抑制値は１２０となる。抑制値１２０を各エレベータに
配分して、合計電力の最大値を２５０以下となるように省エネ運行を行う。
【００２９】
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　各エレベータの電力プロファイル算出について、図８を参照して説明する。　
　出発時点の各エレベータの乗りかごの位置，速度，方向と次にエレベータが停止する位
置から、停止位置に到着するための速度カーブ（図８（ａ））および加速度カーブ（図８
（ｂ））を作成する。
【００３０】
　エレベータの次の停止位置は、現時点でのエレベータの位置から最も近いホール呼び又
はかご呼びによって決められる。速度カーブおよび加速度カーブから分かる各時点ｔ毎の
速度ｖ（ｔ）（単位はｍ／ｓ）、加速度α（ｔ）（単位はｍ／ｓ2）より、各時点の電力
Ｐ（ｔ）は次式によって計算できる。
　　Ｐ（ｔ）＝ｖ（ｔ）・［（Ｍｃ＋Ｍｗ＋Ｍｐ）・α（ｔ）＋ΔＭｕ・ｇ］…（１）
　　　　Ｍｃはかご重量（乗客は含まない、単位はkg）、
　　　　Ｍｗは釣合おもり重量、
　　　　Ｍｐは乗客の総重量（積載量）、
　　　ΔＭｕはアンバランス重量（乗客を含めたかごの総重量と釣合おもり重量の差）、
　　　　ｇは重力加速度（９.８ｍ／ｓ2）。
【００３１】
　アンバランス重量ΔＭｕはΔＭｕ＝（Ｍｃ＋Ｍｐ）－Ｍｗによって求めることができる
。Ｍｃ，Ｍｗはエレベータ仕様で決まる定数値であり、Ｍｐは乗りかごの荷重センサ値（
積載重量）又はビルの交通情報から予測できる予測乗り人数から予測乗客重量（予測積載
重量）を算出して求める。又は、乗り人数または予測乗り人数から、乗り人数と平均体重
の積より積載重量を求めても良い。電力Ｐ（ｔ）の単位は、式（１）より、kg・ｍ2／ｓ3

＝Ｎ・ｍ／ｓ＝Ｊ／ｓ＝Ｗとなる。各時刻ｔにおける電力Ｐ（ｔ）を算出することによっ
て、図３に示す電力プロファイルを求める。
【００３２】
　未応答の割当てホール呼びがある場合、電力プロファイルの算出を図９により説明する
。　
　図９（ａ）は、未応答の割当てホール呼びがあるエレベータの状況を表している。エレ
ベータは６階を下降中であり、１階に上昇方向の未応答ホール呼びを受持っている。１階
への到着予測時間は１５秒となっている。図９（ｂ）は、未応答ホール呼びから派生して
発生するかご呼びを予測した図を表している。図は１０階にかご呼びが発生すると予測し
ている。派生かご呼びの予測は、過去の統計データから確率的に最も高いものを選ぶ場合
、又は端階（最上階または最下階）を選ぶ場合などがある。
【００３３】
　図９（ｃ）は、図９（ｂ）に基づいて未応答のホール呼び及び派生かご呼びに対して、
速度カーブを予測した例を示す。現時点から１５秒後に１階に到着して、未応答ホール呼
びの乗客を乗せた後（１０秒間停止）、２５秒後に１階を出発して、８５秒後に派生かご
呼びの１０階まで走行して停止する。加速度カーブは、図８（ｂ）と同様に図９（ｃ）よ
り求めることができ、積載重量は過去の統計データより、例えばその時間帯または交通需
要での各階の平均乗り人数などから予測する。したがって、未応答の割当てホール呼びが
ある場合でも、速度カーブや加速度カーブの予測データを算出し、さらに積載重量の予測
値を求めることによって、式（１）より、電力プロファイルを算出する。
【００３４】
　図１を参照して配分方法について説明する。各エレベータのサービス指標（例えば待ち
時間）に応じて、サービス指標が良好なエレベータほど電力抑制を大きくする。　
　図１の予測待ち時間算出手段２０７では、各エレベータの受持ちホール呼びに対する予
測待ち時間を算出する。予測待ち時間は、ホール呼びの登録時点からの経過時間とサービ
スするかごのホール呼びの登録された階への到着予測時間の和によって算出する。
【００３５】
　乗車人数算出手段２０８は、現時点のかご内乗車人数（かごの荷重値から算出）、また
は過去の乗降人数データから求められる予測乗車人数から各エレベータのかご内乗車人数
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を算出する。予測乗車時間算出手段２０９は、各かごに対する乗客の行先階（かご呼びで
判定）までの到着予測時間により各エレベータの乗客の予測乗車時間を算出する。
【００３６】
　各エレベータの電力抑制値配分指標算出手段２１０は、少なくとも各エレベータの予測
待ち時間，各エレベータの乗車人数，各エレベータの予測乗車時間のいずれかに基づいて
、合計電力抑制値を各エレベータに配分するための配分比となる指標として各エレベータ
の電力抑制値配分指標を算出する。例えば、エレベータの予測待ち時間が長いほど配分指
標（配分比）を小さくなるように、つまり、電力抑制値を小さくするようにする。これに
より、利用者の運行サービスが低下している待ち時間が長いエレベータでは、電力抑制に
よる運行調整を他のエレベータと比較して避けることができ、エレベータ個別及び全体で
の極端なサ－ビス低下を防ぐことができる。
【００３７】
　各エレベータの電力抑制値算出手段２１１は、合計電力抑制値を電力抑制値配分指標に
基づいて各エレベータに振り分け、各エレベータの電力抑制値を算出する。各エレベータ
の最高速度または加速度算出手段は、算出された各エレベータの電力抑制値に基づいて運
行制御、つまり省エネ運行するため、各エレベータの最高速度，加速度又は停止時間を求
め、各エレベータの制御装置に伝送する。
【００３８】
　図４は、予測待ち時間に基づいて電力抑制値配分指標を算出する場合の具体例を示して
いる。図４では図３の状況を想定しており、合計電力抑制値を１２０としている。したが
って、合計電力抑制値１２０は、１号機から３号機のエレベータ３台に予測待ち時間に応
じて配分される。１，２，３号機の予測待ち時間は、それぞれ５０秒，５秒，１５秒とす
る。
【００３９】
　各エレベータの予測待ち時間の比率（合計に対する比率）の逆数を算出する。例えば、
１号機の場合は、１／｛５０／（５０＋５＋１５）｝より、その値は１.４となる。同様
に２号機，３号機の値はそれぞれ１４，４.７となる。次に、各エレベータの予測待ち時
間の比率の逆数に対して、その全体に対する比率を求める。例えば、１号機の場合は、１
.４／（１.４＋１４＋４.７＝２０.１）より、その値は０.０７となる。同様に２号機，
３号機の値は、それぞれ０.７，０.２３となり、電力抑制値配分指標となる。予測待ち時
間が長さに応じて電力抑制値配分指標が小さくなるように計算されている。
【００４０】
　各エレベータの電力抑制値は、合計電力抑制値を各エレベータの電力配分指標に乗じる
ことにより、それぞれ８，８４，２８と算出される（合計は１２０を満たしている）。１
号機のように予測待ち時間が５０秒と非常に長い場合には、電力抑制値は８と小さい値と
なっており、電力抑制によるエレベータ運行サービスの低下を極力避けることができる。
２号機では予測待ち時間が５秒と短いため、電力抑制値は８４と大きな値となっている。
【００４１】
　各エレベータの待ち時間の長さに応じて、利用者に対する運行サービスが平準化するよ
うに（運行サービスがばらつかないように）、各エレベータの電力抑制値を定めているの
で、利用者全体から見ても、各エレベータの運行サービスが大きくばらつく事無く、省エ
ネであるにも係わらず、利用者へのサービス性の良いものとなっている。
【００４２】
　図５は、図４に従って、各エレベータの電力抑制値を定めた場合の各エレベータの電力
プロファイルを表し、各エレベータの最高速度が変更されており（このケースでは速度の
みを変更している）、各エレベータの電力プロファイルが図５の下側３つのグラフ、合計
電力プロファイルは図５の最上段グラフのようになり、合計電力プロファイルが常にしき
い値以下に制御されている。
【００４３】
　以上のように、各エレベータの電力プロファイルからその合計電力の上限値からの超過
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分を求め、超過分を電力抑制値として各エレベータに個々に配分して、各エレベータの最
高速度，加速度又は停止時間を調整して省エネ運行（運転）をするため、複数台のエレベ
ータの各時点における合計電力を確実に所定値以下にすることが可能となり、エレベータ
システムの省エネ化が達成できる。
【００４４】
　また、超過分の配分を図４のように待ち時間のような各エレベータの運行サービス状況
に応じて配分するため、各時点において各エレベータを利用している利用者への影響を適
正化（運行サービスのばらつきを抑える）して、各エレベータの電力を制限することが可
能となる。
【００４５】
　また、図１において、電力抑制値配分指標の算出を、予測待ち時間，乗車人数，予測乗
車時間の組み合わせで算出するように示しているが、少なくともいずれかで同様な効果を
得ることができる。
【００４６】
　例えば、予測待ち時間に基づいて電力抑制値配分指標を算出する場合、待ち時間は利用
者にとって最も要求の高いサービス指標であり、これに基づいて配分指標を決めることで
、サービスのばらつきを抑えた（不満の度合いの少ない）電力調整を実現することができ
る。
【００４７】
　それに対して、乗車人数に基づいて電力抑制値配分指標を算出する場合は、電力調整に
よって影響を受ける人数に応じて電力抑制値配分指標を決めることになり、多くの人に対
してサービスが適正化するように電力調整が図られる。
【００４８】
　予測乗車時間に基づいて電力抑制値配分指標を算出する場合、図４と図５の２号機の電
力プロファイルを見て分かるように電力調整によって最高速度が制限されると乗車時間が
長くなるため、最も影響を受け易い乗車時間に対してサービスが適正化するように電力調
整を図ることが可能となる。
【００４９】
　さらに、予測待ち時間，乗車人数，予測乗車時間のいずれかを組み合わせることによっ
て（例えば、予測待ち時間と乗車人数）、より詳細にサービス性を評価することができ、
組み合わせたサービス性を適正化するように電力調整を図ることも良い。さらに、予測待
ち時間の代わりにホール呼びに対する到着予測時間を用いても同様である。
【００５０】
　複数台のエレベータの合計電力抑制による省エネ化について補足すると、ビル受電設備
の電力線や変圧器などの抵抗分による損失は、その合計抵抗値をＲｔとおくと、Ｒｔ・ｉ
2で表される。ここで、ｉはエレベータ稼動時の電流実効値を表す。
【００５１】
　ｉを７０％に抑制すると、Ｒｔ・ｉ2は５０％となり、損失は半減する。実際には速度
が低減するため稼働時間Ｔが長くなるが、Ｔとｉはほぼ反比例するため、時間を考慮した
損失量Ｒｔ・ｉ2・Ｔは、ｉを７０％に抑制すると７０％に低減できる。
【００５２】
　したがって、合計電力を抑制することで、ビル受電設備の電力線や変圧器による損失を
も低減でき、システム全体として省エネ化を図ることができる。さらに電力系統側の発電
設備側から見ても、発電量の変動が抑えられるため発電効率の良い運転条件で運転でき、
省エネ化に貢献できる。
【００５３】
　図６は、複数台のエレベータシステムに対する受電設備の構成を表している。ビル全体
の受電設備からエレベータ全台をまとめるエレベータ統括受電装置Ａ０１に電力が送られ
、さらに個々のエレベータ受電装置（１号機Ａ０２，２号機Ａ０４，３号機Ａ０６）に電
力が送られて、最終的に各エレベータの駆動装置（１号機Ａ０３，２号機Ａ０５，３号機
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Ａ０７）に電力が送られる構成となっている。図１に示したエレベータ制御システムの実
施例を用いると、エレベータ全台の合計電力が常に所定値以下に抑えることができるため
、エレベータ統括受電装置の電力容量を抑えることができる。例えば、図３および図５の
例で考えると、エレベータ統括受電装置は３台のエレベータが同時に起動する最悪ケース
を想定して４５０の電力容量が必要となるが、図５のようにこれを常に２５０に抑えるこ
とができ、電力容量を５５％に低減できる。この結果、受電設備のコスト減やスペース縮
小を図ることができ、さらに電力がより平準化されるため、ビルの契約電力低減につなが
り、さらに電力系統側から見た時には、このようなビルが増えることにより、負荷変動が
小さくなり、ＣＯ2排出量の低いベースロード型の発電機を運用しやすくなる。
【００５４】
　図７は、図１に示したものに対して、しきい値設定手段２０６によるしきい値の設定が
、ビル総電力管理手段３００からの信号に基づいて適宜設定されるものである。　
　ビル総電力管理手段３００は、ビル全体の総電力を管理しており、総電力が常に所定値
を超えないように管理している。例えば、午後１時から２時の１日の電力ピークとなるよ
うな時間帯において、ビル全体の総電力を検出して、その値から所定値を超えないための
エレベータ全体の電力しきい値を算出して、これをしきい値設定手段２０６に伝送するこ
とによって、各エレベータの電力がしきい値を超えないようにかつ利用者へのサービスを
低下させないように電力調整を実施する。
【００５５】
　この結果、ビルの総電力は常に所定値以下となるため、ビル全体の受電設備容量を下げ
ることができ、また契約電力を低減できる。さらに、このようなビルが増えることにより
、負荷変動が小さくなり、ＣＯ2排出量の低いベースロード型の発電機を運用しやすくな
り、温暖化対策などの環境問題にも貢献できる。
【００５６】
　図１０は、図１に示したものに対して、待機エレベータ検出手段２１３，待機エレベー
タ利用判定手段２１４，待機エレベータの回生電力値算出手段２１５，待機エレベータ回
生運転指令手段２１６を設けている。
【００５７】
　待機エレベータ検出手段２１３は、各エレベータの中から、ホール呼びおよびかご呼び
を受持っておらず、待機状態（停止状態）にある待機エレベータを検出する。待機エレベ
ータ利用判定手段２１４では、合計電力抑制値算出手段２０５において、合計電力プロフ
ァイルがしきい値以上であり、合計電力を所定値以下に抑制しなければならない場合で、
かつ待機エレベータが存在する場合に、待機エレベータを利用すると判定する。
【００５８】
　待機エレベータの回生電力値算出手段２１５は、該当する待機エレベータを回生運転で
走行するように動かした場合の回生電力値を算出する。回生電力値は、電力プロファイル
を算出することにより、該当時間の回生電力値もしくは回生電力の最大値として求める。
該当する待機エレベータが複数台ある場合は、複数台のエレベータそれぞれについて回生
電力値を算出する。
【００５９】
　算出された回生電力値は各エレベータの電力抑制値算出手段２１１に入力される。各エ
レベータの電力抑制値算出手段２１１では、合計電力抑制値から待機エレベータの運行に
よる回生電力値（待機エレベータが複数台ある場合はその合計値）を差し引いた値を改め
て合計電力抑制値として、各エレベータ毎の電力抑制値を算出する。待機エレベータ回生
運転指令手段２１６では、待機エレベータ利用判定手段２１４で待機エレベータを利用す
ると判定した場合に、該当する待機状態のエレベータが回生運転を実施するように、かご
の走行方向，速度に対する指令を制御装置へ伝送する。
【００６０】
　図１，図７で示したものでは、各エレベータの合計電力プロファイルが所定値を超えた
場合に、所定値以下となるように各エレベータの速度または加速度を調整して電力を抑制
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するだけであったが、図１０のものでは、待機エレベータを利用して回生運転させるため
、各エレベータのサービス性を損なうことなく、合計電力を下げることが可能となる。尚
、エレベータが回生運転する場合、モータが発電機状態となって発電するため、エレベー
タ全体の消費電力を下げることが可能となる。待機エレベータは無負荷状態（積載重量が
ゼロ）のため、乗りかごを上昇方向に運転をさせると回生運転状態となる。
【符号の説明】
【００６１】
２０　統合制御装置
２０１　エレベータ仕様およびビル仕様データ記憶手段
２０２　各エレベータの運行関連データ蓄積手段
２０３　各エレベータの電力プロファイル算出手段
２０４　合計電力プロファイル算出手段
２０５　合計電力抑制値算出手段
２０６　しきい値設定手段
２０７　予測待ち時間算出手段
２０８　乗車人数算出手段
２０９　予測乗車時間算出手段
２１０　各エレベータの電力抑制値配分指標算出手段
２１１　各エレベータの電力抑制値算出手段
３００　ビル総電力管理手段

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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